
承認第６号 

 

 

   専決処分第６号の承認を求めることについて 

   (愛南町学校給食センター条例の一部を改正する条例) 

 

 

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第１項の規定により、別紙の

とおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を

求める。 

 

 

  令和５年６月９日提出  

 

 

愛南町長 清水 雅文   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 議会を招集する時間的余裕がなく、専決処分したため。  
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令和５年愛南町専決第６号 

 

 

   愛南町学校給食センター条例の一部を改正する条例について 

 

 

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第１項の規定により、次のとおり専決処

分する。 

 

 

  令和５年５月25日 

 

 

愛南町長 清水 雅文 

 

 

   愛南町学校給食センター条例の一部を改正する条例 

 愛南町学校給食センター条例(平成16年愛南町条例第89号)の一部を次のように改

正する。 

第１条中「及び町立中学校並びに町立幼稚園」を「、町立中学校及び町立幼稚園並

びに町内に所在する高等学校」に改める。 

 第６条第１項中「給食費」の次に「の額」を加え、「給食１回につき徴収し、その

額は、規則で定める」を「規則で定める額とする」に改める。 

同条第２項中「学校長」の次に「(高等学校の長を除く。)及び学校給食を受ける高等

学校の生徒の保護者」を加え、「15日」を「末日」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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愛南町学校給食センター条例 新旧対照表 

現     行 改  正  案 

(設置) (設置) 

第１条 愛南町は、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律(昭和31年法律第162号)

第30条の規定に基づき、町立小学校及び町

立中学校並びに町立幼稚園        

       において実施する学校給食

の調理等の業務を一括処理する施設とし

て、学校給食センターを設置する。 

第１条 愛南町は、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律(昭和31年法律第162号)

第30条の規定に基づき、町立小学校、 町

立中学校及び 町立幼稚園並びに町内に所

在する高等学校において実施する学校給食

の調理等の業務を一括処理する施設とし

て、学校給食センターを設置する。 

第２条～第５条 略 第２条～第５条 略 

(給食費) (給食費) 

第６条 給食費の額は、給食１回につき徴収

し、その額は、規則で定める。 

第６条 給食費の額は、規則で定める額とす

る            。 

２ 学校長                

                 は、

給食費の計算期間を月の初日から末日まで

とし、翌月の15日(この日が日曜日に当たる

ときはその前々日、土曜日に当たるときは

その前日)までに愛南町会計管理者に納め

なければならない。 

２ 学校長(高等学校の長を除く。)及び学校

給食を受ける高等学校の生徒の保護者は、

給食費の計算期間を月の初日から末日まで

とし、翌月の末日(この日が日曜日に当たる

ときはその前々日、土曜日に当たるときは

その前日)までに愛南町会計管理者に納め

なければならない。 

以下 略 以下 略 

 


